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（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
第
二
種
利
用
運

送
事
業
」
を
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利

用
運
送
事
業
法
」
に
改
め
る
。

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
四
号
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
第
二
条
第
九
項
」を「
第

二
条
第
八
項
」
に
、「
第
二
種
利
用
運
送
事
業
」
を
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
貨

物
運
送
取
扱
事
業
法
第
二
条
第
九
項
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
八
項
」に
、「
第
二
種
利
用
運
送
事
業
」

を
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と

し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
条
第
八
項
の
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
で
あ
つ
て
船
舶
運
航
事
業
者
の
行
う

運
送
に
係
る
も
の
（
自
動
車
を
使
用
し
て
貨
物
の
集
配
を
行
う
も
の
に
限
る
。）の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
業
務
の
範
囲
を
限
定
す
る
条
件
を
付
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
除
く
。）に

あ
つ
て
は
、「
海
上
」

（
空
港
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

空
港
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
規
定
す
る
貨
物
運
送
取
扱

事
業
」
を
「
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
、「
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
登

録
」
を
「
登
録
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
」
に
、「
免
許
」
を
「
許
可
」
に
改

め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
免
許
」
を
「
許
可
」

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
免
許
」
を
「
許
可
」

に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省

建
設
省
令
第
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
二
種
利
用
運
送
事
業
」
を
「
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
、「
貨
物
運
送
取
扱

事
業
法
施
行
規
則
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
」
に
、「
第
五
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第

十
号
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
貨
物
運
送
取
扱

事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
第
五
条
各
号
」
を
「
第
二
十
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

（
内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
の
貨
物
運
送
取
扱
事
業
」
を

「
の
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

（
外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

貨
物
利
用
運
送
事
業

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。

第
二
条
第
一
号
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
第
四
条
第
一
項
第
四
号
」を「
第

二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
第
三
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
第
十
一
条
第
七
項
の
運
送
取
次
事
業
登
録
に
係
る
手
続
的
事
項
を
定
め
る
省

令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

中
小
企
業
流
通
業
務
効
率
化
促
進
法
第
十
一
条
第
七
項
の
運
送
取
次
事
業
登
録
に
係
る
手
続
的
事
項
を
定
め

る
省
令
（
平
成
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
運
送
取
次
事
業
登
録
」
を
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
登
録
」
に
改
め
る
。

第
一
項
中
「
運
送
取
次
事
業
登
録
」
を
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
登
録
」
に
、「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
」
を

「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
」
に
、「
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
運
送
取
次
事

業
者
登
録
簿
」
を
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
登
録
簿
」
に
改
め
、
第
二
項
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
第
二

十
七
条
第
一
項
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
七
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、「
第

三
十
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」に
、

「
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
同
法
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
項
中
「
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
第
三
十

一
条
」
を
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
十
五
条
」
に
、「
運
送
取
次
事
業
登
録
」
を
「
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
登

録
」
に
改
め
る
。
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